
 

 

 

令和５年度 第２回能代市活力ある高齢化推進委員会 

 

 

 

                                           日 時  令和５年９月２９日（金） 

                                               午後６時３０分～ 

                                        場 所    能代市役所 会議室９・１０ 

 

 

 

次       第 

 

 

   １ 開会 

  ２ 委員長挨拶 

３ 案件 

（１）各種調査の結果概要の報告について②          … Ｐ １ 

・介護人材実態調査 

（２）計画策定における国の動向について           … Ｐ１０ 

（３）計画の骨子案について                 … Ｐ１３ 

４ その他 

５ 閉会  
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件数 割合 件数 割合

施設・居住系サービス 50件 36.0% 訪問系サービス 30件 21.6%

短期入所生活介護 22件 15.8% 訪問介護 20件 14.4%

特定施設入居者生活介護 3件 2.2% 訪問入浴介護 2件 1.4%

認知症対応型共同生活介護 16件 11.5% 訪問看護 8件 5.8%

地域密着型介護老人福祉施設 2件 1.4% 小規模多機能型居宅介護 6件 4.3%

介護老人福祉施設 3件 2.2% 居宅介護支援、介護予防支援 27件 19.4%

介護老人保健施設 3件 2.2% その他 0件 0.0%

介護医療院 1件 0.7% 139件 100.0%

通所系サービス 26件 18.7%

通所介護 16件 11.5%

地域密着型通所介護 8件 5.8%

認知症対応型通所介護 1件 0.7%

通所リハビリ 1件 0.7%

サービス種別 サービス種別

合　計

36.0% 18.7% 21.6%

4.3%

19.4% 0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(139件）

施設・居住系サービス 通所系サービス

訪問系サービス 小規模多機能型居宅介護

居宅介護支援、介護予防支援 その他

案件（１） 各種調査の結果概要の報告について② 

「介護人材実態調査」の結果概要 

調査期間：令和５年２月～３月 

調査対象：市内の介護サービス提供事業者 139事業所 

回収状況：139件（100％） 

調査目的：市内の介護事業所の現状を把握し、介護保険サービスの充実に向けた諸 

問題を把握するために実施 

 

１．事業所の概要について 

（１）サービス種別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「施設・居住系サービス」提供事業所が 36.0％、「通所系サービス」（18.7％）、「訪

問系サービス」（21.6％）、「居宅介護支援、介護予防支援」（19.4％）などのサービス提

供事業所が２割前後となっています。 
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78.1% 21.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(127件）

正規職員 非正規職員

（２）介護職員数と雇用形態 

介護職員の総数（令和５年１月１日時点の人数を記入） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答のあった127事業所の介護職員数は全体で1,647人、１事業所あたり平均12.9

人で、うち「正規職員」が 78.1％、「非正規職員」が 21.9％となっています。 

 

  

（n=127 件） 合計 平均 構成比 

正規職員 1,286 人 10.1 人 78.1% 

非正規職員 361 人 2.8 人 21.9% 

合計 1,647 人 12.9 人 100.0% 
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78.1%

79.7%

74.3%

71.5%

84.4%

86.5%

21.9%

20.3%

25.7%

28.5%

15.6%

13.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=127件）

施設・居住系サービス（n=46件）

通所系サービス（n=24件）

訪問系サービス（n=25件）

小規模多機能型居宅介護（n=6件）

居宅介護支援、介護予防支援（n=26件）

正規職員 非正規職員

［サービス種別にみた介護職員数と雇用形態］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１事業所あたりの平均介護職員数をみると、施設・居住系サービス事業所では 18.0

人、小規模多機能型居宅介護サービス提供事業所では 15.0 人と全体の平均人数を上回

っています。 

介護職員の雇用形態をみると、いずれの事業所においても「正規職員」が大半を占めて

いますが、通所系サービスや訪問系サービス提供事業所では「非正規職員」の割合が他の

事業所よりもやや高くなっています。 

合計 平均 構成比 

全体（n=127 件） 1,647 人 12.9 人 100.0% 

正規職員 1,286 人 10.1 人 78.1% 

非正規職員 361 人 2.8 人 21.9% 

施設・居住系サービス（n=46 件） 828 人 18.0 人 100.0% 

正規職員 660 人 14.3 人 79.7% 

非正規職員 168 人 3.7 人 20.3% 

通所系サービス（n=24 件） 272 人 11.3 人 100.0% 

正規職員 202 人 8.4 人 74.3% 

非正規職員 70 人 2.9 人 25.7% 

訪問系サービス（n=25 件） 316 人 12.6 人 100.0% 

正規職員 226 人 9.0 人 71.5% 

非正規職員 90 人 3.6 人 28.5% 

小規模多機能型居宅介護（n=6 件） 90 人 15.0 人 100.0% 

正規職員 76 人 12.7 人 84.4% 

非正規職員 14 人 2.3 人 15.6% 

居宅介護支援、介護予防支援（n=26 件） 141 人 5.4 人 100.0% 

正規職員 122 人 4.7 人 86.5% 

非正規職員 19 人 0.7 人 13.5% 
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43.9% 23.5% 10.6% 9.8%

3.8%

8.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(132件）

0人 1人 2人 3人 4人 5人以上

52.3% 20.5% 10.6%

4.5%

3.0%

9.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(132件）

0人 1人 2人 3人 4人 5人以上

（３）過去１年間の介護職員等の採用状況と離職状況 

過去１年間（令和４年１月１日～令和４年 12月 31日）の介護職員等の採用数

と離職者数 

①介護職員等の採用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 43.9％（58 件） 23.5％（31件） 10.6％（14 件） 9.8％（13 件） 3.8％（5件） 8.3％（11件） 

 

過去1年間の介護職員等の採用状況をみると、介護職員等を採用した事業所は56.0％

と半数を超えています。 

 

 

②介護職員等の離職状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 52.3％（69 件） 20.5％（27件） 10.6％（14 件） 4.5％（6 件） 3.0％（6 件） 9.1％（12 件） 

 

介護職員等の離職状況をみると、離職者のいた事業所は全体の 47.7％と半数をやや

下回っています。 
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9.3% 29.3% 25.3% 22.7% 13.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(75件）

1年未満 1年以上3年未満 3年以上5年未満

5年以上10年未満 10年以上

26.8%

18.3%

0.0%

22.0%

2.4%

31.7%

1.2%

0.0%

7.3%

6.1%

4.9%

51.2%

12.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

定年退職・契約満了等

賃金や待遇

労働時間

仕事の内容面

休暇が取れない、取りにくいこと

職員同士の人間関係

利用者からの暴力・暴言・セクハラ等

職場の環境（安全・衛生面等）

結婚・出産・子育てなどの事情

配偶者や家族の転勤等の事情

親の介護等の事情

自分の体力・体調面の問題

その他

(82件）

（４）離職者の平均勤続年数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9.3％（7 件） 29.3％（22件） 25.3％（19 件） 22.7％（17 件） 13.3％（10 件） 

離職者の平均勤続年数をみると、３年未満の職員が合わせて 38.6％、「３年以上 5年

未満」が 25.3％、５年以上が合わせて 36.0％で、平均４年６か月となっています。 

 

（５）主な離職理由 

主な離職理由（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.8％（22 件） 18.3％（15 件） 22.0％（18 件） 2.4％（3 件 ）31.7％（35 件） 1.2％（1 件） 7.3％（6 件） 

6.1％（5 件） 4.9％（4 件） 51.2％（43 件） 12.2％（10 件）  

主な離職理由としては、「自分の体力・体調面の問題」が 51.2％でもっとも多く、つ

いで「職員同士の人間関係」（31.7％）、「定年退職・契約満了等」（26.8％）となってい

ます。 
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23.8% 44.4% 18.3% 13.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(126件）

確保できている おおむね確保できている

あまり確保できていない 確保できていない

20.0%

80.0%

7.5%

30.0%

10.0%

2.5%

5.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

離職率が高い・定着率が低い

募集しても応募がない

応募はあるが、採用できる人がいない

有資格者など、希望する人材が

確保できない

利用者数が安定しないけど、時期によって

必要な人員が変動する

募集・採用にかかる経費が高い

その他

(40件）

２．人材確保や運営の状況について 

（１）介護人材の確保状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23.8％（30 件） 44.4％（56件） 18.3％（23 件） 13.5％（17件） 

この１年間の介護人材の確保の状況については、「確保できている」（23.8％）と「お

おむね確保できている」（44.4％）を合わせると、68.2％と７割近くが確保できている

状況がうかがえます。 

 

 

 

（２）介護人材の不足理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.0％（8件） 80.0％（32 件） 7.5％（3件） 30.0％（12 件） 10.0％（4 件） 2.5％（1 件） 5.0％（2 件） 

介護人材が不足している主な理由としては、「募集しても応募がない」が 80.0％でも

っとも多く、ついで「有資格者など、希望する人材が確保できない」が 30.0％、「離職

率が高い・定着率が低い」が 20.0％となっています。 

施設・居住系サービス、訪問系サービス、小規模多機能型居宅介護サービス提供事業

所では、「募集しても応募がない」ため人材が不足しているという回答がもっとも多くな

っています。 
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60.8%

55.2%

50.4%

61.6%

29.6%

36.0%

47.2%

3.2%

5.6%

0% 20% 40% 60% 80%

賃金・労働時間等の労働条件の改善

資格・能力や仕事ぶりを評価し、配慮や

処遇への反映

キャリアに応じた給与体系の整備

従業員の資格取得やスキル向上のため

の研修参加の推奨

休憩室や談話室の設置など職場環境の

整備

非正規従業員から正規従業員への登用

の機会設定

希望する労働時間の設定

その他

特になし

(125件）

（３）人材を定着させるための取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.8％（75 件） 55.2％（69件） 50.4％（53 件） 61.6％（77 件） 29.6％（37 件） 36.0％（45 件） 

47.2％（59 件） 3.2％（4件） 5.6％（7件） 

 

人材を定着させるために取り組んでいることとしては、「従業員の資格取得やスキル向

上のための研修参加の推奨」（61.6％）、「賃金・労働時間等の労働条件の改善」（60.8％）、

「資格・能力や仕事ぶりを評価し、配慮や処遇への反映」（55.2％）、「キャリアに応じ

た給与体系の整備」（50.4％）などは半数以上の事業所が取り組んでいるとしています。 

その他にも、「希望する労働時間の設定」は半数近く、「非正規従業員から正規従業員

への登用の機会設定」や「休憩室や談話室の設置など職場環境の整備」なども 3割以上

の事業所が取り組んでいるとしています。 

その他（3.2％）の意見として、子の育児のため時間短縮勤務（修学前まで）や働きや

すい環境整備（時間など）がありました。    
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31.0%

1.6%

36.5% 31.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(126件）

すでに導入している 予定がある

予定はないが、検討している 予定はなく、検討もしていない

5.6%

0.8%

21.4% 72.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(126件）

すでに雇用している 予定がある

予定はないが、検討している 予定はなく、検討もしていない

（４）外国人従業員の雇用予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6％（7 件） 0.8％（1件） 21.4％（27 件） 72.2％（91 件） 

 

外国人従業員を雇用する予定については、「予定はなく、検討していない」という回答

が 72.2％と７割以上を占めています。 

 

 

（５）ＩＣＴ・ＡＩ・ロボット等の導入予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31.0％（39 件） 1.6％（2件） 36.5％（46 件） 31.0％（39 件） 

 

ＩＣＴやＡＩ、ロボットなどの導入予定については、事業所の 31.0％が「すでに導入

している」としています。また、「予定がある」は 1.6％、「予定はしてないが、検討し

ている」が 36.5％と 3割を超えています。 

すでに導入している、もしくは導入したいと思っているＩＣＴや AＩ、ロボットとし

ては、「記録業務、請求業務等へのＩＣＴ導入」がもっとも多く、ついで「見守り・コミ

ュニケーション（見守りセンター等）」となっています。 
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３．課題等への対応について 
 

  （１）介護職員の不足及び定着に対する対応検討 

  

   【対応策（案）】 

     ①未経験者の新規参入支援・促進 

      ・中高生へのＰＲ、在学中の高校生へ資格取得の支援 

      ・求職者へ資格取得支援補助金の活用の周知 

     

 ②能代市地元企業育成支援事業の周知 

  ・地域社会を担う人材の職場定着やスキルアップを図るため 

     人材育成に取り組む事業者を支援 

 

③業務の負担軽減 

        ・届出文書等の簡素化による負担軽減 

       ・介護現場へのロボット導入、ＩＣＴ環境整備に係る研修の開催等 
 

 

   （２）市独自の研修の機会を増やし、介護職員の質の向上を図る 

      ・介護職員のキャリア形成、スキルアップへの支援 
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案件（２） 計画策定における国の動向について 

 

第９期計画の策定に際して、国からは以下のような基本指針が示されています。（抜粋） 

 

 

 基本的考え方 

 ○ 次期計画期間中には、団塊の世代が全員７５歳以上となる２０２５年を迎えることになる。 

 ○ また、高齢者人口がピークを迎える２０４０年を見通すと、８５歳以上人口が急増し、医療・

介護双方のニーズを有する高齢者など様々なニーズのある要介護高齢者が増加する一方、生産

年齢人口が急減することが見込まれる。 

〇 さらに、都市部と地方で高齢化の進みが大きく異なるなど、これまで以上に中長期的な地域 

の人口動態や介護ニーズの見込み等を踏まえて介護サービス基盤を整備するとともに、地域の

実情に応じて地域包括ケアシステムの深化・推進や介護人材の確保、介護現場の生産性の向上

を図るための具体的な施策や目標、優先順位を検討した上で、介護保険事業計画に定めること

が重要となる。 

 

 

 見直しのポイント 

 

 １．介護サービス基盤の計画的な整備 

   ①地域の実情に応じたサービス基盤の整備 

   ②在宅サービスの充実 

 

 ２．地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた取組 

   ①地域共生社会の実現 

   ②デジタル技術を活用し、介護事業所間、医療・介護間での連携を円滑に進めるための 

    医療・介護情報基盤を整備 

 

 ３．地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び介護現場の生産性向上 
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全国介護保険担当課長会議資料 

（令和５年７月３１日）より 
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案件（３） 計画の骨子案について  

能代市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画骨子（案） 
 

 第１章 基本的な考え方 

  ①．計画策定の趣旨 

  ②．計画の位置づけ 

  ③．計画の期間   

  ④．計画の策定体制 

  ⑤．高齢者等の状況と第８期計画の実施状況 

  ６．第９期計画に向けた課題・方向性 

  

第２章 計画の基本的方向 

  ①．基本理念  

  ②．基本的目標 

  ③．計画の体系 

  ４．自立支援・重度化防止の目標 

  

第３章 高齢者福祉計画 

  施策Ⅰ 高齢者の積極的な社会参加 

  施策Ⅱ 自立生活の支援 

  

第４章 介護保険事業計画 

  施策Ⅲ 介護予防等の推進 

  施策Ⅳ 在宅介護サービスの基盤整備      【国からの見直しポイントの反映】 

  施策Ⅴ 在宅介護サービスの質的向上       

  施策Ⅵ 施設介護サービスの基盤整備       

  施策Ⅶ 施設介護サービスの質的向上    

  施策Ⅷ 地域包括ケアシステムの強化深化        

施策Ⅸ 認知症施策の推進                

  施策Ⅹ 災害や感染症対策に係る体制整備     

施策Ⅺ 高齢者の住まいの安定的な確保        

  

第５章 介護保険料 

  １．介護保険事業費の見込み 

  ２．介護保険料の算定 

  

第６章 計画の推進にあたって 

  １．推進体制 

  ２．進行管理 

  

資料編 

 

 
○印の項目は、抜粋して今回お示ししております。 

他の項目は今後お示しします。 

２．地域包括ケアシステムの深化・推進に 

向けた取組 

３．地域包括ケアシステムを支える介護人 

材確保及び介護現場の生産性向上 

 

※「強化」から「深化」へ 

１．介護サービス基盤の計画的な整備 
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第１章 基本的な考え方 

１．計画策定の趣旨 

本計画の期間中に団塊の世代が全員 75 歳以上の後期高齢者となる令和７年（2025 年）を

迎えることになるため、制度の持続可能性を維持しながら、高齢者が可能な限り住み慣れた地域

でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことを可能となるように、限りある社会資源を

効率的かつ効果的に活用しながら、十分な介護サービスの確保、医療、介護、介護予防、住まい

及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される「地域包括ケアシステム」を地域の実情に応

じて深化・推進していくことがより一層重要となってきています。 

さらに令和 17 年（2035 年）には国民の人口の約３分の１が 65 歳以上の高齢者になり、

高齢化がいっそう深刻になると予想されており、令和22年（2040年）には団塊ジュニア世代

がすべて65歳以上となるため、中長期的には介護を支える人材の確保や介護現場の生産性の向

上、医療・介護の複合的なニーズの拡大への対応、認知機能が低下した高齢者の増加にともなう

認知症対策の充実や権利擁護の重要性がより高まるものと考えられます。 

今後は、介護サービスの量的な拡大だけではなく、適切なサービス提供基盤の確保、医療ニー

ズや認知症対策への対応など、地域特性を踏まえながら限られた介護資源を効果的に活用してい

くことが求められていくことが予想されます。 

こうした状況を踏まえ、国では第９期介護保険事業計画の基本指針の見直しが行われ、以下の

ようなポイントが示されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市では、これまで８期にわたって高齢者福祉計画及び介護保険事業計画を策定し、高齢期を

迎えても、住み慣れた地域で安心して暮らせる環境づくりに努めてきました。 

本市の高齢者人口は令和２年をピークに減少に転じており、今後もこの傾向は続くものと予想

されます。 

本市の今後の状況に注視しつつ、社会情勢の変化やこれにともなう国の制度改正等を見据えな

がら、高齢者が安心して暮らせる地域社会を目指して、中長期的な視野に立ち、高齢者に関する

保健、医療、福祉、介護の密接な連携のもと、総合的、体系的に取り組んでいくための方向性を

示すための計画として、「能代市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画」を策定します。 

 

 

 

 

１．介護サービス基盤の計画的な整備 
①地域の実情に応じたサービス基盤の整備 
②在宅サービスの充実 

 
２．地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた取組 
①地域共生社会の実現 
②デジタル技術を活用し、介護事業所間、医療・介護間での連携を円滑に進める
ための医療・介護情報基盤を整備 
③保険者機能の強化 

 
３．地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び介護現場の生産性向上 
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２．計画の位置づけ 

（１）法的位置づけ 

本計画は、老人福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の８の規定に基づく「市町村老

人福祉計画」及び介護保険法（平成９年法律第123号）第117条の規定に基づく「市町村介

護保険事業計画」を一体的に策定するものです。 

 

【高齢者福祉計画】 

「高齢者福祉計画」は、すべての高齢者を対象とした健康づくり、生きがいづくり、日常生活

支援、福祉水準の向上等、高齢者に係る福祉施策全般を範囲とする計画です。 

【老人福祉法 第20条の８第１項】 

市町村は、老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による事業（以下「老人福祉事業」とい

う。）の供給体制の確保に関する計画（以下「市町村老人福祉計画」という。）を定めるものとす

る。 

 

【介護保険事業計画】 

「介護保険事業計画」は、要介護等認定者ができる限り住み慣れた地域で、安心して生活する

ことができるよう、必要となるサービスに関する整備目標等を取りまとめたものです。 

【介護保険法 第117条第１項】 

市町村は、基本指針に即して、３年を一期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険

給付の円滑な実施に関する計画（以下「市町村介護保険事業計画」という。）を定めるものとす

る。 

 

 

（２）関連計画との関係 

計画策定にあたっては、総合計画における施策の方向性を踏まえるとともに、国の方針や県の

計画、その他関連する諸計画と相互に連携し、整合性に留意するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜国＞ 

＜秋田県＞ 

介護保険事業支援計画・老人福祉計画 

医療保健福祉計画 

整
合 障がい者計画 

障がい福祉計画・障がい児福祉計画 

連携・整合 

地域福祉計画・地域福祉活動計画 

連携・整合 

自殺対策計画 

のしろ健康21計画 

その他関連計画等 

総合計画 

高齢者福祉計画・介護保険事業計画 
令和６年度～令和８年度 
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３．計画の期間 

 

本計画の期間は、令和６年度（202４年度）から令和８年度（202６年度）までの

３か年とします。 
 

令和6年度 
（2024年度） 

令和7年度 
（2025年度） 

令和8年度 
（2026年度） 

令和9年度 
（2027年度） 

令和10年度 
（2028年度） 

令和11年度 
（2029年度） 

      

 

 

 

 

４．計画の策定体制 

（１）委員会 

高齢者福祉事業及び介護保険事業の運営については、幅広い関係者の協力を得ながら、地域の

実情に応じた事業展開が求められています。 

このため、保健・医療・福祉の関係者、第１号・第２号被保険者等によって構成される「能代

市活力ある高齢化推進委員会」において検討を行い、計画を策定しました。 

なお、委員会における検討経過は次のとおりです。 

 

時期 検討内容 

第１回 

 

開催 

令和5年７月10日 

（１）第８期実施事業の進捗状況について 

（２）各種調査の結果概要の報告について① 

（３）計画策定の趣旨とスケジュールについて 

第２回 

 

開催 

令和５年９月２９日 

（１）各種調査の結果概要の報告について② 

（２）計画策定における国の動向について 

（３）計画の骨子案について 

第３回 

 

開催 

令和５年１０月２３日 

（１）計画の素案（たたき台） 

 

第４回 

 

開催 

令和５年１１月２０日 

（１）計画の素案について 

（サービス見込み量について） 

第5回 

 

開催 

令和６年２月１３日 

（１）最終計画案について 

（介護保険料について） 

９期計画（本計画） 

進捗評価 進捗評価 進捗評価 

計画改訂 

１０期計画（次期計画） 

進捗評価 

計画改訂 
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4,805人 4,609人 4,407人 4,225人 4,023人

27,672人 26,849人 26,133人 25,522人 24,951人

20,958人 20,993人 21,020人 20,851人 20,663人

53,435人 52,451人 51,560人 50,598人 49,637人

0人

10,000人

20,000人

30,000人

40,000人

50,000人

60,000人

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年

0-14歳 15-64歳 65歳以上 総人口

５．高齢者等の状況と第８期計画の実施状況 

（１）総人口の推移 

１）年齢３区分別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：各年10月１日現在、住民基本台帳 

 

「総人口」は、平成30年の53,435人から、令和４年には49,637人と、3,798人の減

少となっています。 

「65歳以上」人口は令和２年にかけてやや増加しているものの、以降は減少に転じ、令和４

年には20,663人と、ピークの令和２年から357人の減少となっています。 

「0-14歳」と「15-64歳」も減少傾向にあり、令和４年には、平成30年の84～91％程

度の水準となっています。 
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3,841人 3,654人 3,466人 3,326人 2,312人 1,952人

24,345人 23,723人 23,149人 22,558人

17,512人
14,590人

20,248人 20,060人 19,983人 19,595人

16,447人

15,519人

48,434人
47,437人 46,598人

45,479人

36,271人

32,061人

0人

5,000人

10,000人

15,000人

20,000人

25,000人

30,000人

35,000人

40,000人

45,000人

50,000人

令和5年 令和6年 令和7年 令和8年 令和17年 令和22年

0-14歳 15-64歳 65歳以上 総人口

２）年齢３区分別人口の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：各年10月１日現在、住民基本台帳 

※コーホート変化率法による推計（コーホート変化率法：同じ年に生まれた人々＝コーホート

を基本に、実績人口の動向から変化率を求め、その結果に基づき将来人口を推計する方法） 

 

「総人口」は今後も減少していくものと思われますが、9期介護保険事業計画の期間中には大

きな減少はなく、「0-14歳」、「15-64歳」、「65歳以上」人口も令和５年の９割前後程度の水

準にゆるやかに減少していくものと試算されています。 

中長期的にみると、高齢化がいっそう深刻になるとされる令和17年（2035年）には「総人

口」は令和５年の75％程度まで減少し、団塊ジュニア世代がすべて65歳以上となる令和22

年（2040年）には令和５年の66％程度まで減少するものと思われます。 
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9,472人 9,437人 9,523人 9,589人 9,213人

11,486人 11,556人 11,497人 11,262人 11,450人

20,958人 20,993人 21,020人 20,851人 20,663人
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5,000人
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15,000人

20,000人
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8,868人 8,462人 8,019人 7,656人 6,054人 5,898人

11,380人 11,598人 11,964人 11,939人

10,393人 9,621人

20,248人 20,060人 19,983人 19,595人

16,447人
15,519人

0人

5,000人

10,000人

15,000人

20,000人

25,000人

令和5年 令和6年 令和7年 令和8年 令和17年 令和22年
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高齢者人口

 

（２）高齢者人口の推移 

１）高齢者人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：各年10月１日現在、住民基本台帳 

 

「75歳以上」の後期高齢者人口は、増減はあるもののほぼ横ばいに推移しています。 

「65-74 歳」の前期高齢者人口もほぼ横ばいに推移しているものの、令和４年に300 人以

上減少し、9,213人となっています。 
 
 

２）高齢者人口の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：各年10月１日現在、住民基本台帳 

※コーホート変化率法による推計 

 

高齢者人口は今後ゆるやかに減少していくものと試算されています。 

令和６年以降、「65-74 歳」の前期高齢者は減少傾向にあり、「75 歳以上」の後期高齢者も

団塊の世代がすべて後期高齢者となる令和７年（2025年）をピークに減少していくものと予想

され、第2次ベビーブームとされる昭和46〜49年（1971〜1974年）に生まれた団塊ジュ

ニア世代がすべて65歳以上となる令和22年（2040年）には「65-74歳」の前期高齢者が

5,898人、「75歳以上」の後期高齢者が9,621人まで減少していくものと思われます。  
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39.2%
40.0%

40.8% 41.2% 41.6% 41.8% 42.3% 42.9% 43.1%

45.3%

48.4%

35%

40%

45%

50%

３）高齢化率の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：各年10月１日現在、住民基本台帳 

※コーホート変化率法による推計 

 

高齢化率（総人口に占める65歳以上人口の割合）は上昇傾向にあり、令和元年には40％を

超え、令和４年には41.6％となっています。 

高齢化率は年々上昇していくものと試算されており、9期介護保険事業計画の終了年である令

和 8 年には 43.1％が 65 歳以上の高齢者になり、高齢化がいっそう深刻になるとされる令和

17年（2035年）には45.3％、団塊ジュニア世代がすべて65歳以上の高齢者となるとされ

る令和22年（2040年）には48.4％まで上昇するものと思われます。 

 

  

令和５年(2023 年)以降については推計

値 
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（３）高齢者のいる世帯の状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：各年７月１日現在、秋田県老人月間関係資料 

 

総世帯数はゆるやかに減少しており、令和４年には21,114世帯となっています。 

高齢者のみの世帯数は令和２年に6,741世帯まで減少したものの、以降、増加に転じ、令和

３、４年には９千世帯を超えています。内訳としては「高齢者一人暮らし世帯数」が多く、令和

４年には6,013世帯と、平成30年から約2千世帯の増加となっています。   
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（４）要支援・要介護認定者数の状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護保険事業状況報告（年報） 

 

認定者数は令和３年に一時的に増加したものの、おおむね減少傾向で推移しており、令和４年

には4,231人となっています。 

要支援・要介護度の内訳をみると、「要支援１」、「要支援２」と「要介護５」は減少傾向にあり、

とくに「要支援１」は令和４年には平成30年の約７割程度の水準まで減少しています。 

反対に「要介護１」、「要介護２」はやや増加傾向となっています。 
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（５）介護保険事業の概況 

１）受給者数の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護保険事業状況報告（年報） 

 

介護保険サービスの受給者数をみると、居宅介護（介護予防）サービスの受給者数が最も多く、

令和４年度には2,456人/月となっています。 

地域密着型（介護予防）サービスと施設介護サービスの受給者数はともに500人/月台でほぼ

横ばいに推移しており、地域密着型（介護予防）サービスの受給者数の方が施設介護サービスの

受給者よりもやや多くなっています。 
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324千円 326千円 323千円

0千円

50千円

100千円

150千円

200千円

250千円

300千円

350千円

0千円

1,000,000千円

2,000,000千円

3,000,000千円

4,000,000千円

5,000,000千円

6,000,000千円

7,000,000千円

8,000,000千円

9,000,000千円

10,000,000千円

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

施設サービス 居住系サービス 在宅サービス 総給付費 第1号被保険者1人あたり給付費

２）給付費の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護保険事業状況報告（年報） 

 

介護保険サービスの給付費をみると、総給付費は令和２年から３年度にかけてほぼ横ばいに推

移し、令和４年度には減少に転じています。 

各サービスの給付費をみると、施設サービスは令和３年度にいったん減少したものの、令和４

年度には再び増加しています。居住系サービスは令和２年度をピークに、以降、ほぼ横ばいなが

ら、やや減少傾向にあります。在宅サービスは令和３年度をピークに減少に転じています。 

第1号被保険者1人あたり給付費も令和３年度をピークに減少に転じています。 
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第２章 計画の基本的方向 

１．基本理念 

本計画では、高齢者が住み慣れた家庭や地域で元気に活躍できる環境を整えるとともに、社会

的役割を持って自立する生活を尊重し、介護や支援が必要となっても、一人ひとりが尊厳を持っ

て心身ともに充実した日常生活を実感できる高齢社会を地域全体でつくりあげていくことを目

指します。 

 

 

 

 

 

２．基本的目標 

計画全体に関わる基本的な目標として「人間性の尊重」を掲げ、高齢者が社会の一員として生

きがいを持って健全で安らかな生活を送ることができるよう、個人の尊厳を守り、自立を支援し

ます。具体的には次の５つの個別目標を掲げます。 

 

 

 

 

基本目標１ 活力ある高齢社会の実現 
高齢者の健康づくりや介護予防に努めるとともに、社会参加や交流の機会、就労・学習機

会の充実を図り、活力ある高齢社会の実現を目指します。 

 

基本目標２ 在宅生活の総合支援 
介護保険サービスと保健・医療・福祉サービス等の連携により、高齢者の包括的な相談、

支援体制を構築し、在宅生活の不安解消に努めます。 

 

基本目標３ 入所施設の整備 

地域における既存施設の利用動向等を見極めた上で、施設整備のあり方を検討します。 

 

基本目標４ 地域包括ケアシステムの深化と認知症施策の推進 
地域の高齢者の生活を包括的かつ継続的に支援し地域全体で支えるため、地域包括ケアシ

ステムの深化に努めます。また、認知症の方が自分らしく暮らし続けることができる社会の

実現を目指します。 

 

基本目標 5 安心で暮らしやすいまちづくり 
高齢者が地域で安心して暮らしやすいまちづくりと災害時に要援護者等が適切に避難でき

るよう防災体制の整備をします。 

  

人間性の尊重 

地域で支えあい、高齢者が住み慣れたわがまち能代で、 

      いつまでもいきいきと安心して暮らせるまちづくり 
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(1)介護従事者の人材確保および資質の向上 
(2)介護事業者の指導監督等 
(3)介護保険制度の円滑な運用 
(4)在宅ケアの取組 

 

３．計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)在宅生活を続けるための支援の充実等 
(2)福祉施設等の整備の推進等 
 
 
 

(1)介護予防サービスの推進 
(2)居宅系サービスの推進 

(1)重度者に対する入所施設の整備 

(1)介護従事者の人材確保および資質の向上 
(2)介護事業者の指導監督等 
(3)介護保険制度の円滑な運用 
(4)施設ケアの取組 

(1)生きがいづくり活動等の支援の充実 
(2)生涯学習の充実 
(3)高齢者就業の支援 
(4)地域活動参加促進のための環境整備 

Ⅰ 高齢者の積極的な社会参加 

  

１ 活力ある高齢社会の実現 

(1)介護予防の継続的な推進 
(2)要支援認定者・事業対象者に対する施策 
(3)高齢者等に対する施策 
(4)高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施 
の検討 

Ⅲ 介護予防等の推進 

  

Ⅴ 在宅介護サービスの質的向上 

  

２ 在宅生活の総合支援 

３ 入所施設の整備  

Ⅶ 施設介護サービスの質的向上 

  

Ⅵ 施設介護サービスの基盤整備 

Ⅳ 在宅介護サービスの基盤整備 

  

Ⅱ 自立生活の支援 
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(1)日常生活圏域の設定と環境整備 
(2)地域包括支援センターの適切な運営・評価 
(3)地域包括ケアシステムの深化 
(4)地域ケア会議の推進 
(5)在宅医療・介護連携の推進 
(6)生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進 
 

４ 地域包括ケアシステムの深化と 

  認知症施策の推進 

Ⅹ 災害や感染症対策に係る体制整備 

Ⅷ 地域包括ケアシステムの深化 

  

(1)認知症に対する正しい知識の普及啓発と本人 
からの発信支援 

(2)認知症の予防と早期発見・早期対応に向けた取組 
(3)認知症高齢者と家族を支える体制の整備 
(4)認知症バリアフリーの推進 

Ⅸ 認知症施策の推進 

5 安心で暮らしやすいまちづくり 

(1)関連部局との連携 
(2)介護事業所等との連携 
(3)感染症対策に対する備え 
 
Ⅺ 高齢者の住まいの安定的な確保 

(1)高齢者の住環境 
(2)住宅改修の支援 


